
令和７年度１２月追加補正予算について

1. 補正額 （単位：千円）

2. 一般会計補正予算

（1）歳出予算の事業内容 （単位：千円）

議会事務局

健康福祉部

産業政策部

教育委員会

健康福祉部

後期高齢者医療事業 職員人件費の法定内繰出金を減額補正します。 △ 5,000

156,469職員人件費補正

文化団体補助事業
市給与条例を準用する坂井市文化振興事業団の人件費補助金

を増額補正します。
2,262

土地改良区支援事業
市給与条例を準用する坂井市土地改良合同事務所の人件費補

助金を増額補正します。
1,283

総務部

議会運営事業
人事院勧告に準じた一般職の職員の給与の改定に伴い、特別職

（議員）の期末手当を追加補正します。
535

人事院勧告等に対応するため正規職員、会計年度任用職員の

給料等・職員手当および共済費に要する経費を補正します。

16,821

私立保育所運営支援事業
電力高騰の影響を受けている保育園施設に対し、電気料、食材

費の高騰分を支援します。
2,100

病院事業企業会計

（第１号）
2,797,500 7,100 2,804,600

令和７年人事院勧告の主な概要

　　・月例給 　　　　　平均改定率 3.36 ％

　　・期末勤勉手当　 4.60月　→　4.65月

心身障害者福祉事務事業
物価高騰の影響を受けている障がい福祉サービス事業所等に対

し、電気料、食材費等の高騰分を支援します。
3,442

高齢者福祉事業

（介護保険支援事業）

物価高騰の影響を受けている介護保険サービス事業所等に対し、

電気料、食材費等の高騰分を支援します。

県知事選挙事業
福井県知事選挙を公正かつ迅速に執行するための経費を補正し

ます。
30,425

物価高対応子育て応援手当

支給事業

０歳から高校３年生までのこども達に１人当たり２万円の

「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
292,000

0.3%

事　業　名 事　業　内　容 補正額 所　管

坂井市

　人事院勧告に基づき一般職等、および 会計年度任用職員の人件費の増額補正を行いました。

　また、電気・燃料価格の高騰の影響を受ける障がい福祉サービス事業所や介護保険サービス事業所等などの福祉施設

や保育所等に対し、電気料、食材費等高騰分の支援を行います。

会　計 補　正　前 補　正　額 補　正　後 伸び率 (％)

水道事業企業会計

（第１号）
2,999,500 3,100 3,002,600 0.1%

後期高齢者医療特別会計

（第１号）
1,435,100 △ 5,000 1,430,100 -0.3%

一般会計（第８号） 50,493,699 500,337 50,994,036 1.0%



（2）予算の財源内訳 （単位：千円）

3. 後期高齢者医療特別会計補正予算

（1）歳出予算の事業内容 （単位：千円）

（2）予算の財源内訳 （単位：千円）

4. 水道事業会計補正予算

（1）歳出予算の事業内容 （単位：千円）

※収益的支出と資本的支出の合計

5 病院事業会計補正予算

（1）歳出予算の事業内容 （単位：千円）

※収益的支出と資本的支出の合計

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 22,363

物価高対応子育て応援手当支給事業費等補助金 292,000

県 支 出 金 29,142 県知事選挙事務委託金 29,142

国 庫 支 出 金 314,363

事　業　名

水道事業費用・収益的支出
　会計間異動、人事院勧告等による給料等に要する経費を補正し

ます。

事　業　内　容

事　業　内　容

　会計間異動、人事院勧告等による給料等に要する経費を補正し

ます。

事　業　名

病院事業

（通所リハビリテーション事業）

(訪問看護ステーション事業)

補正額 所　管

3,100 上下水道課

補正額 所　管

7,100 三国病院

繰 越 金 146,147 前年度繰越金 146,147

諸 収 入 8,635 派遣職員人件費負担金 8,635

繰 入 金 556 寄附市民参画基金繰入金 556

分 担 金 及 び 負 担 金 211

区　分 補　正　額 内　　訳

繰 入 金 一般会計繰入金 △ 5,000

事　業　名 事　業　内　容 補正額 所　管

職 員 人 件 費 △ 5,000 保険年金課
　会計間異動、人事院勧告等による給料等に要する経費を補正し

ます。

△ 5,000

介護予防・日常生活支援総合事業（地域支援事業）

受託収入
211

区　分 補　正　額 内　　訳


